
入 札 公 告（案） 

 

 簡易型一般競争入札を行うので、下記のとおり公告する。  

    

 令和 4 年 9 月 12 日 

  

                                           社会福祉法人 敬川保育所  

                           理事長 山﨑 定育 

  

記 

１．入札に付する事項 

工事名 社会福祉法人敬川保育所 トイレ改修工事 

（以下、「本件工事」という。） 

工事場所 島根県江津市敬川町 1119-13 

予定工期 令和 4 年 10 月 13 日 から 令和 5 年 3 月 20 日 

予定価格 ￥14,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 設定あり（非公開） 

支払条件 前金払  契約金額の 100 分の 40 以内 

部分払  無 

契約保証金 契約金額の 100 分の 10 以上 

工事概要 建築工事一式 （トイレ改修工事） 

 

２．入札に参加する者に必要な資格（以下「競争参加資格」という。） 

  次に掲げる条件をすべて満たすこと。 

入札参加資格 

種別 
建築一式工事 許可工事種別 建築工事業 許可区分 特定及び一般 

格付又は 

総合点数 

経営事項審査結果の直近の総合評定値が 

   建築 640 点以上 とする。   

地理的条件 建設業法に規定する主たる営業所を江津市内に有するもの。 

建築士 建築士を常勤雇用していること。 



配置技術者 

  

本件工事に対応する監理技術者又は主任技術者として、下記基準を満たす

技術者を専任で配置できること。ただし、建設業法第 26 条第 3 項に該当

しない場合は、専任の義務は有しない。 

（１）配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(専任の場合は 3

カ月以上)を必要とする。 

（２）監理技術者にあっては、建築工事業に係る監理技術者証の交付を受

けており、かつ監理技術者講習を受けている者であること。 

（３）複数の工事に同一の技術者を配置技術者として資料を提出すること

は可能であるが、先に開札を実施した配置技術者の専任が必要な工

事で落札者として決定された場合、その後に開札が行われた入札は

無効として取り扱う。 

（４）競争参加資格確認申請書等提出時において専任を要しない他の工事

に従事中の技術者である場合は、現場着手日までに確実に専任の技

術者として配置可能である場合に限り配置技術者として資格確認

のための資料を提出することができるものとする。 

 

その他 

 

（１）次に各号のいずれにも該当しないこと。 

  ア 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19 条の規定に基

づく破産の申立てがなされている者 

  イ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再

生手続の申立てがなされている者 

  ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更

正手続の申立てがなされている者 

  エ 暴力団若しくは役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営

若しくは運営に実質的に関与している者 

  オ 役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る

目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは

暴力団員等を利用している者 

  カ 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、若

しくは便宜を供給するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持

運営に協力し、若しくは関与している者 

  キ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に

非難されるべき関係を有しているもの 

 

  



３．競争参加資格の確認 

（１）提出する書類 

入札参加を希望する者は、競争参加資格確認申請書（簡易型）（以下「申請書」とい

う。）１部を、１１の入札担当課へ持参して提出しなければならない。期限までに申

請書を提出しない者は、本件工事の入札に参加することができない。 

   申請書等 ア 競争参加資格確認申請書（簡易型）（執行要領様式第１号） 

イ 配置予定技術者調書（執行要領様式第２号）（２の配置技術者欄に掲

げる基準を満たす者とし、資格が確認できる資格証等の写し（国土交通

大臣特別認定者は認定書の写し）及び入札に参加しようとする者との雇

用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）を添付すること。） 

また、従事中の工事の契約工期が残っている場合等は、実地完成を確認

できる資料等を添付すること。 

ウ 競争参加資格確認申請提出時の経営事項審査に係る総合評定値通知

書の写し。 

（２）申請書類の様式の入手方法及び提出期限 

敬川保育所ホームページ（下記リンク先）からダウンロードすること。 

http://uyagawa-hoikusyo.jp/ 

 

 提出期限 令和 4 年 9 月 16 日  

   申請書を受け付けたときは、受付印を押した申請書様式第１号の写し１枚を申請者 

に交付する。 

 （３）確認審査 

   競争参加資格の確認審査は、開札後に、落札者を決定するために必要と認める範囲

の者を対象として行い、結果を通知する。その他の者については審査及び結果の通

知を行わない。 

 

４．設計図書等の閲覧等 

（１）設計図書等の閲覧 

 閲覧期間 入札公告日から入札日の前日まで。 

 閲覧場所 
敬川保育所 事務局  

※設計図書等はＣＤにより貸し出しする。ただし入札時に返却すること。 

 

５．設計図書等に関する質問 

設計図書に関する質問のある者は、書面を１１の入札担当課へ持参又は郵送により提

出するものとする。 

 提出期限 令和 4 年 9 月 22 日  15 時必着 

 回  答 令和 4 年 9 月 28 日までにＦＡＸにて回答する。 



  

６．競争入札の日時及び場所 

  日  時 令和 4 年 10 月 6 日 10 時 00 分 

  場  所 島根県江津市敬川町 1119-13 敬川保育所 遊戯室 

  

７．入札方法等 

（１）電報又は郵送による入札は認めない 

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときはその端数を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１

０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）入札回数は、１回とする。 

（４）代理人をもって入札する場合には、委任状を持参すること。 

（５）入札者又はその代理人は、入札に際し、同一事項について同時に他の入札者の代理

人になることはできない。 

（６）入札開始前に、申請書様式第１号（受付印のあるもの）の写しを提出すること。 

（７）第１回の入札に際し、工事費内訳書を提出すること。（設計図書の工事数量総括表 

記載の全項目について金額を記載すること。） 

（８）入札保証金は免除する。 

  

８．入札の無効 

   次に掲げる入札は無効とする。 

（１）虚偽の申請を行った者のした入札 

  （２）入札執行日までに、江津市の指名停止措置要綱に基づく指名停止を受けた者の

した入札 

  （３）共同企業体とその構成員である者とが、同一工事の競争入札に参加した場合の

その両者のした入札 

  （４）工事費内訳書を提出しない者がした入札 

  （５）次に掲げるものに該当する入札書または工事費内訳書を提出した者がした入札 

    ア 入札書の工事名、工事場所、商号若しくは名称（共同企業体の場合は、共同

企業体名称及び代表者の商号又は名称）、住所または代表者名のいずれかが記載

されず、若しくは記載に誤りがあり、または入札者の押印のない入札書 

    イ 工事費内訳書の合計金額と入札書の金額が一致しない 

    ウ 工事費内訳書において端数調整をおこなっている 

    エ 工事費内訳書に値引き表示がある 

    オ 金額の記入がない入札書 

    カ 金額を訂正した入札書 

  （６）その他入札の時点において入札参加資格のない者のした入札 



  

９．落札者の決定方法 

（１）予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者について入札参加資格を審

査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合、当該入札者を落札者とする。   

（２）落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して２日以内（土曜日、日曜日 

及び祝日を除く。）に行い、結果を公表する。ただし、低入札価格調査を行う場合は

この限りではない。  

 

１０．その他 

（１）落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を

受けた場合は、契約を締結しない。 

（２）本件工事の契約においては落札決定後、理事長が工事請負契約約款第 条第 項に

規定された保証が付されたことを確認した後、評議員会の議決を経て、契約の相手

に対し、本契約を成立させる旨の意思表示をしたときに本契約としての効力を生ず

るものとする。 

（３）配置予定技術者の取扱い 

   落札者は、資料に記載した配置予定技術者を本件工事の現場に配置しなければなら

ない。なお、落札後において、配置予定技術者の配置ができないことが明らかとな

ったときは、契約前であれば契約を締結しない場合がある。また、契約後であれば

契約を解除する場合がある。 

（４）本件工事に関し不正な行為等があったと認められる者については、審査要綱に基づ

く入札参加資格の取消しを行うものとする。 

（５）その他詳細不明の点については、１１の入札担当部門に照会すること。 

 

 

１１．入札担当部門  

           島根県江津市敬川町 1119-13 

社会福祉法人 敬川保育所 事務局 

           担当者 植田 智子、鹿森 大介 

           Tel 0855-53-2233   Fax 0855-53-2291 


